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国土交通省から、エアバッグの未改修車両を車検で通さない措置の開始について、下記のとおり

プレスリリースされましたので、お知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〓業界情報〓 

エアバッグのリコール未改修車両を車検で通さない措置の開始について 
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整備事業者の皆様に必ず行っていただきたい事項

対象メーカー（※1）か

改修実施事業者（ディーラー）
との調整・改修

【※1対象メーカー】
・いすゞ ・スバル ・ダイハツ
・トヨタ ・レクサス ・日産
・BMW ・ホンダ ・マツダ ・三菱

未改修車両か
（検索システムで確認）

「メーカー名」・「車台番号」の確認
（予約時、入庫時、顧客名簿、定期点検時など）

車検申請手続

検索システム

・ユーザーから入庫の連絡を受けたときは必ず「メーカー名」と「車台番号」を確認し、未改
修車両かどうか確認してください。
・未改修車両の入庫が決定したときは、すみやかにディーラー等に連絡のうえ、改修のス
ケジュールや段取りを調整してください。

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

改善措置済証提出

未改修車両であるかを検索システム等で事前に確認しないと、有効期間の更新手続きが
行われないおそれがあります。

注：ディーラーが改修してから
国土交通省の保有するシステ
ムに反映されるまで10日程度
掛かります。
改修日によってはOSS申請が
できないおそれがあります。

注：BMWはメーカー窓口へお問い合わせください。
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対象車両の検索ページ（日整連ホームページより）

6

日整連ホームページのトップページで、
『マイカーをお持ちの方向け』のプルダウンを開き、
『「リコール情報検索」アプリの紹介』をクリック。

①

②
開いたページの最下段
『車両リコール状況確認（WEB版）』
をクリック。

③
検索ページへ

7

スマートフォン用検索アプリ

１．アプリのダウンロード
App Store ⼜は Google playでアプリケーションをダウンロード
（以下のＱＲコードリーダで読み取り、アプリストアにログインしてダウンロード）

２．アプリの使⽤法

⽅法①
「メーカー名」と「⾞台番号」を
⼊⼒して検索

⽅法②
「メーカー名」を⼊⼒した上で
⾞検証のQRコードを読み取り

⼜は

検索結果へ
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機器定期点検のお知らせ 
 

受検者の皆様には日頃、検査業務にご協力い

ただきありがとうございます。 

この度、検査機器の定期点検に伴い以下の

日程で検査コースを閉鎖いたします。 

ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力を 

よろしくお願いいたします。 
 

【コース閉鎖日程】 
 

１月１６日（火） 
午前：５コース 午後：３コース 

 

２月１５日（木） 
 終日：２コース 

 

※４コース・２輪コースについては 

後日お知らせいたします。 
 

独立行政法人自動車技術総合機構 

関東検査部山梨事務所 
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国土交通省から、ホイール・ボルト折損等による大型自動車等の車輪脱落事故防止について、 

下記のとおりプレスリリースされましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホイール・ボルト折損等による大型自動車等の車輪脱落事故防止について 

 



 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

 

 

 

国土交通省から下記のとおり、損害保険会社の社名変更に伴い、｢自動車損害賠償保障法施行規則

の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて｣の一部を改正する旨の通達がありまし

たので、お知らせいたします。 

 

○平成３０年１月１日から合併により変更される保険会社名及び略称について 

 

会社合併による変更 

｢富士火災海上保険（株）｣と｢ＡＩＵ損害保険(株)｣の合併 

  

              

 

新会社名            略称 

「ＡＩＧ損害保険(株)」     ＡＩＧ 

 

 

 

 

 

 

【内容】今後の対応について相談したい 

・車名 ：トラック  登録年月：平成２４年９月 走行距離：１００，０００ｋｍ  

・相談日：平成２７年８月２６日 

平成２８年８月１７日に車検整備にて入庫し、指定整備実施。納車後数日して、ＡＢＳ警告灯点灯し

たため、ユーザーはディーラー工場へ入庫した。 

 指定整備をしたＫモータースから、今後の展開によっては相談窓口に頼る旨の電話が入った。 

【対応】 

相談窓口より、故障車が入庫したディーラー工場と修理を行ったＫモータース双方に確認を行った。

結果、指定整備時、検査係の作業指示により作業班がフロントハブベアリングのシール交換を実施。そ

の際、強く叩き過ぎハブに僅かであるが傷が入ったため、センサーが読み取ってしまい警告灯が点灯し

たのではないかとの認識を持つに至った。 

 シールを嵌める際のハンマー操作についてＫモータースに確認を行ったが、納車時には警告灯が点灯

しておらず、通常どおりの作業をしたまでなので納得できないとの返事があった。 

 相談窓口より自動車整備業賠償共済保険引受会社に相談したところ、Ｋモータースは保険に加入して

おり、ＰＬ対象にもなることから、Ｋモータースに賠償共済保険の事故手続きを勧め、本件の終了とな

った。 

 

 

 

 

 

 

全国の整備相談所に寄せられた整備相談事例 Vol.72 

自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う事務の取扱いについて 
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FAINES 

OEM ⾞両と供給元メーカー⾞両の対照表掲載のご案内 

OEM 車について、FAINES では基本的に販売メーカー側の整備マニュアル情報が未掲載とな

っています。                                    

そのため、提供元（OEM 元）の車両情報を参考にしたい場合 OEM 車両と供給元メーカー車

両の対照表を作成しましたので、下記をご参照の上、提供などに活用いただける元メーカーの

整備マニュアル情報を閲覧する際などにご確認ください。  

なお、閲覧時はご参考にとどめ、整備数値等具体的な情報については、          

販売元の系列ディーラー等へお問合せ頂きますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備インフォメーション
Vol. 81 

『よくある質問と回答（ＦＡＱ）』

をクリック 

『ＯＥＭ車の整備マニュアル情報が掲載さ

れていないものが多い...』をクリック 

『ＯＥＭ車両対照表(FAINES 版)』を 

クリックして頂くとＰＤＦで 

表示されます。 


